
 
 

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)核酸検出検査 

受託開始のお知らせ 
 

弊社は、令和 2 年 3 月 6 日より保険適用になりました新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)核

酸検出検査の受託を 3月 23 日から開始いたします。 

なお、現段階においては厚生労働省の指定した帰国者・接触者外来を設置している医療機

関等からのみ受託し、指定がない医療機関からの検査受託は対象としておりません。 

新型コロナウイルスに感染した患者様の早期回復と一刻も早い事態の鎮静化を心よりお祈

り申し上げます。                                

 

記 

 

新型コロナウィルス(SARS-CoV-2)感染を疑う検体の取り扱い 
                                                                     

コード 検査項目名 
保険点数 

判断料 
備考 

4361 
SARS-CoV-2 

核酸検出  

 

保険点数  

1,800 点  
検体採取を行っ

た保険医療機関

以外の施設へ輸

送し検査を委託

し実施した場合  

450 点×4 回分  

 

1,350 点  
それ以外の場合  

450 点×3 回分  

 

 

 

 

判断料 
微生物学的   

検査判断料  

(150 点 ) 

 

 

  当面の間は鼻咽頭ぬぐい液の材料に限ら 

せていただきます。 

  検体提出にあたり(医療機関と当社の感染  

回避と安全確保が最重要となります) 

①事前に提出する前に札幌本社ラボ 

(代 011-641-6311)へ電話連絡お願い 

します。 

②詳細を担当者から連絡させます。 

③検査依頼は専用依頼書を FAX にてお願  

いします。(裏面参照 ) 

④国立感染症研究所「2019-ｎCoV(新型  

コロナウイルス)感染を疑う患者の検体  

採取・輸送マニュアル」に記載の「カテゴ 

リーB」に準ずる。 

⑤梱包容器・輸送費用は医療機関でご負  

担ください。 

⑥冷蔵で搬送してください。 

⑦2・3 次容器の返却はできません。 

  感染回避と安全確保の観点から検査受託 

できない場合があることもご留意ください。 

以上 

受託開始日 
 

 令和 2年 3 月 23 日(月)より 
 

ご不明な点がありましたら弊社営業へご連絡ください。 

 

 

                        



 

 

 


